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上
肢
障
害
、
下
肢
障
害
ま
た
は

体
幹
機
能
障
害
の
身
体
障
害
者
手

帳
を
所
持
す
る
人
。

対
象
自
動
車

　

身
体
障
が
い
者
本
人
の
名
義
で
、

身
体
障
が
い
者
本
人
が
運
転
す
る

自
動
車

申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
・
改
造
業
者
見
積
書
・
所

得
証
明
書
（
本
人
ま
た
は
扶
養
義

務
者
）・
車
検
証
・
運
転
免
許
証
・

身
体
障
害
者
手
帳

障
が
い
者
等
の
自
発
的
活
動

支
援
を
支
援
し
ま
す

問 

障
が
い
福
祉
課

☎  

内
線
３
５
６
5

　

障
が
い
者
が
、
日
常
生
活
等
を

営
む
上
で
生
じ
る
「
社
会
的
障
壁
」

を
除
去
す
る
た
め
の
活
動
に
つ
い

て
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
団

体
等
の
対
象
と
な
る
活
動
の
う
ち
、

事
務
局
が
認
め
た
必
要
な
経
費
（
上

限
５
万
円
、
予
算
の
範
囲
内
）
を

交
付
し
支
援
し
ま
す
。

対
象　

浦
添
市
内
を
拠
点
と
す
る

一
定
の
条
件
を
満
た
す
団
体
が
行

う
次
の
活
動
。

　

情
報
交
換
等
、
災
害
対
策
、
孤

立
防
止
（
見
守
り
）
活
動
、
社
会

復
帰
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
そ
の

他
、
自
発
的
な
活
動
と
し
て
市
長

が
認
め
る
活
動
。

申
請
期
限　

４
月
27
日
（
金
）

申
込
方
法　

必
要
書
類
を
障
が
い

福
祉
課
（
３
階
）
へ
提
出
。
対
象

と
な
る
団
体
や
必
要
書
類
に
つ
い

て
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

浦
添
市
軽
度
・
中
等
度
難
聴
児

補
聴
器
購
入
費
助
成

問 

障
が
い
福
祉
課

☎  

内
線
３
5
6
4

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
軽
度
・
中
等
度
の
難

聴
児
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
人
）
の

言
語
の
習
得
、
教
育
等
に
お
け
る

健
全
な
発
育
の
支
援
を
目
的
に
、

補
聴
器
購
入
費
等
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

申
請
窓
口　

障
が
い
福
祉
課　

障

が
い
福
祉
係

対
象　

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
す
児
童

・
市
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

・
18
歳
（
平
成
12
年
４
月
２
日
生

ま
れ
以
降
）
に
達
す
る
日
以
降
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
人
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

で
な
い
人
の
う
ち
、
補
聴
器
を
装

用
す
る
こ
と
で
言
語
の
習
得
な
ど

の
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
と

医
師
が
判
断
す
る
人
。

※
交
付
対
象
者
お
よ
び
交
付
対
象

者
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
市
町
村

民
税
所
得
割
税
額
が
46
万
円
を
超

え
る
場
合
は
、
助
成
対
象
外
で
す
。

子
育
て
・
教
育

認
可
外
保
育
施
設
を
利
用
し

て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の

保
育
施
設
利
用
料
補
助
事
業

問 

保
育
課　

保
育
係

☎  

内
線
３
６
２
９

　

平
成
30
年
4
月
か
ら
①
～
④
の

要
件
を
全
て
満
た
す
認
可
外
保
育

施
設
を
利
用
し
て
い
る
ひ
と
り
親

家
庭
等
の
児
童
の
保
育
施
設
利
用

料
を
一
部
減
免
す
る
事
業
を
実
施

し
ま
す
。

対
象

①
浦
添
市
に
住
所
を
有
す
る
人

②
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
ま
た
は

母
子
お
よ
び
父
子
家
庭
等
医
療
費

助
成
受
給
者

③
浦
添
市
に
保
育
の
必
要
性
の
認

定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け

た
児
童
の
保
護
者
（
養
育
者
）

④
浦
添
市
に
保
育
所
の
利
用
の
申

し
込
み
を
行
っ
た
が
、
定
員
に
空

き
が
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
認
可

外
保
育
施
設
（
※
注
１
）
を
利
用

し
て
い
る
児
童
の
保
護
者

（
※
注
１
）
沖
縄
県
へ
届
出
を
し
て

い
る
認
可
外
保
育
施
設
が
対
象

※
浦
添
市
認
可
外
保
育
施
設
利
用

料
多
子
軽
減
助
成
事
業
と
の
併
給

は
で
き
ま
せ
ん
。

利
用
料
減
免
額　

　

保
護
者
が
認
可
外
保
育
施
設
に

支
払
う
月
額
利
用
料
か
ら
認
可
保

育
所
に
入
所
し
た
場
合
の
保
育
料

を
差
し
引
い
た
額
（
上
限
2
万
６

千
円
）

申
請
期
間　

随
時
受
付

※
申
請
の
翌
月
か
ら
補
助
の
対
象
と

な
り
ま
す
。（
申
請
日
が
月
の
初
日

で
あ
る
場
合
は
、申
請
し
た
月
か
ら
）

申
請
方
法

　

申
請
方
法
や
対
象
と
な
る
家
庭

の
詳
し
い
条
件
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
案
内
書
類
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
案
内
書
類
は
、
ご
利
用
の

認
可
外
保
育
施
設
や
市
役
所
保
育

課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

認
可
外
保
育
施
設
を
ご
利
用

の
お
子
さ
ん
の
保
育
料
助
成

事
業
（
認
可
外
保
育
施
設
利

用
料
多
子
軽
減
事
業
助
金
）

問 

保
育
課　

保
育
係

☎  

内
線
３
６
２
９

　

認
可
外
保
育
施
設
を
ご
利
用
の

児
童
に
つ
い
て
、
世
帯
に
２
人
以

上
の
就
学
前
児
童
の
い
る
多
子
世

帯
（
※
注
１
）
に
対
し
て
助
成
す

る
事
業
で
す
。

（
※
注
１
）
多
子
世
帯
と
は
、
就
学

前
（
小
学
校
に
入
学
す
る
前
）
の
子

ど
も
の
う
ち
、
幼
稚
園
や
保
育
施
設

な
ど
を
利
用
し
て
い
る
子
ど
も
が
２

人
以
上
い
る
世
帯
を
い
い
ま
す
。

対
象
児
童　

　

多
子
世
帯
で
認
可
外
保
育
施
設

を
利
用
し
て
い
る
児
童
。
た
だ
し
、

就
学
前
の
児
童
す
べ
て
が
認
可
外

保
育
施
設
を
利
用
し
て
い
る
場
合

は
、
最
年
長
の
児
童
を
除
く
。

助
成
金
額　

①
対
象
児
童
の
う
ち
最
年
長
の
児

童　

月
額
３
千
円

※
た
だ
し
、
多
子
世
帯
に
子
ど
も
が

2
人
い
て
、
2
人
と
も
認
可
外
保
育

施
設
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
そ
の

2
番
目
の
子
ど
も
が
3
千
円
で
す
。

②
対
象
児
童
の
う
ち
最
年
長
以
降

の
児
童　

月
額
5
千
円

※
た
だ
し
、
多
子
世
帯
に
子
ど
も
が

3
人
い
て
3
人
と
も
認
可
外
保
育
施

設
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
3
番
目

の
子
ど
も
が
5
千
円
と
な
り
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て　

　

４
月
か
ら
申
請
を
随
時
受
け
付

浦添市役所（代）☎（876）1234問 問い合わせ先　☎　電話番号

け
ま
す
。

申
請
方
法

　

申
請
方
法
や
対
象
と
な
る
お
子

さ
ん
の
詳
し
い
条
件
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
案
内
書
類
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
案
内
書
類
は
、
ご
利

用
の
認
可
外
保
育
施
設
や
市
役
所

保
育
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

家
庭
相
談
員
募
集

問 

こ
ど
も
家
庭
課

☎  

内
線
７
３
２
６

募
集
人
数　

1
人

業
務
内
容　

家
庭
相
談
室
に
お
け

る
業
務
・
児
童
虐
待
の
相
談
対
応

任
用
期
間　

任
用
日
〜
平
成
31
年

3
月
31
日
（
日
）

①
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
に

お
い
て
、
児
童
福
祉
、
社
会
福
祉
、

児
童
学
、
心
理
学
、
教
育
学
も
し

く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
ま

た
は
こ
れ
に
相
当
す
る
過
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
人

②
精
神
保
健
福
祉
士

③
社
会
福
祉
士

④
社
会
福
祉
主
事
と
し
て
２
年
以

上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
人

⑤
①
～
④
の
い
ず
れ
か
に
準
ず
る

も
の
で
、
家
庭
相
談
員
と
し
て
必

要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
人

報
酬
等　

月
額
17
万
４
千
円
以
内
・

費
用
弁
償
日
額
７
０
０
円
（
予
定
）

勤
務
時
間　

月
～
金
曜
日
の
１
日

６
時
間
、
週
30
時
間
勤
務
。
午
前

９
時
～
午
後
５
時
（
シ
フ
ト
制
）

募
集
期
間　

随
時
（
決
ま
り
次
第

終
了
）

申
込
方
法　

履
歴
書
・
成
績
証
明

書
を
こ
ど
も
家
庭
課
へ
提
出
。

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
就

園
・
就
学
説
明
会
【
保
護
者

対
象
】

問 

学
校
教
育
課

☎  

内
線
６
５
６
５

日
時　

５
月
10
日
（
木
）
午
後
３
時

〜
午
後
5
時

場
所　

中
央
公
民
館 

3
階
ホ
ー
ル

対
象　

特
別
支
援
教
育
に
興
味
の

あ
る
市
内
在
住
の
保
護
者

費
用　

無
料

平
成
30
年
度 

浦
添
市
育
英
会

奨
学
生
募
集

問 

浦
添
市
育
英
会（
教
育
総
務
課
）

☎  

内
線
６
０
１
２

募
集
資
格

　

１
年
以
上
浦
添
市
に
住
所
を
有

す
る
人
の
子
弟
で
、
国
立
高
等
専

門
学
校
（
４
、
５
年
生
の
み
対

象
）、
大
学
、
大
学
院
、
国
外
の

大
学
、
沖
縄
県
知
事
認
可
の
専
修

学
校
２
年
課
程
以
上
の
専
門
課
程

在
学
、
ま
た
は
保
育
士
資
格
取
得

目
的
で
就
学
す
る
人
（
在
宅
学
習
、

職
業
能
力
開
発
大
学
等
除
く
）。

貸
与
金
額

①
県
内
の
大
学
・
短
大
、
専
修
学

校
（
月
額
２
万
５
千
円｟

年
額
30
万
）

②
県
内
外
の
大
学
院
、
県
外
の
大

学
・
短
大
、
国
外
大
学
（
月
額
３

万
５
千
円｟

年
額
42
万｠
）

③
保
育
士
資
格
取
得
目
的
者
（
①
・

②
（
県
内
の
大
学
院
）
の
額
に
月

額
１
万
５
千
円
追
加
し
た
額
、
ま

た
は
月
額
１
万
５
千
円
の
み
）（
※

保
育
士
資
格
取
得
目
的
の
就
学
者

に
つ
い
て
は
一
部
免
除
制
度
あ
り
）

出
願
書
類 

募
集
要
項　

７
階
教
育

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、
児童の福祉増進を図ることを目的とする制度
です。（公的年金等が低額の場合、併給できる
ようになりました。）
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童が
対象です。（一定程度の障がいがある場合は20歳未満）

次の❶～❻のいずれかに該当する児童を監護す
る母、監護しかつ生計を同じくしている父または当
該父母以外の人で児童を養育する人が対象です。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
制度と手当額の改定

児童扶養手当とは

❶ 父母が婚姻を解消した児童
❷ 父または母が死亡した児童
❸ 父または母が一定程度の障がいにある児童
❹ 父または母の生死が明らかでない児童
❺ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
❻ その他（父または母が１年以上遺棄している児童、母が婚
姻によらないで懐胎した児童など）

支給
対象

身体や精神に一定程度の障がいがある20歳
未満の児童について、児童の福祉増進を図る
ことを目的とする制度です。

身体や精神に障がいを有する
20歳未満の児童を監護する父
または母、もしくは父母に代わる養育者。

特別児童扶養手当とは

支給
対象

※これらの手当を受給するためには窓口
で申請が必要です。所得制限、その他要
件があります。支給要件に該当するか申
請相談時に確認しますので、該当しない
場合もあります。詳しくは、こども家庭課
まで問い合わせください。

児童扶養
手当

支給区分
全部支給 42,500円

51,700円
34,430円

本体額 第2子加算額 第3子以降加算額

特別児童
扶養手当

42,490円～
10,030円

10,040円

10,030円～
5,020円

6,020円

6,010円～
3,010円

一部支給

1級

2級

手当額の改定

【問い合わせ】
こども家庭課（内線3613）

※平成30年4月分（8月支給分）から下記の金額となります。


